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平成２９年第４回牛久市議会定例会 

 

議事日程第５号 

    平成２９年１２月７日（木）午前１０時開議 

 日程第 １．議案第６４号 専決処分の承認を求めることについて 

 日程第 ２．議案第６５号 牛久市税条例等の一部を改正する条例について 

 日程第 ３．議案第６６号 牛久市放課後児童対策施設の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例について 

 日程第 ４．議案第６７号 牛久市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

 日程第 ５．議案第６８号 平成２９年度牛久市一般会計補正予算（第３号） 

 日程第 ６．議案第６９号 平成２９年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２ 

              号） 

 日程第 ７．議案第７０号 平成２９年度牛久市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第 ８．議案第７１号 平成２９年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第 ９．議案第７２号 平成２９年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 

              １号） 

 日程第１０．議案第７３号 土地取得について 

 日程第１１．議案第７４号 物品購入契約の締結について 

 日程第１２．議案第７５号 稲敷地方広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規約につ

いて 

 日程第１３．議案第７６号 平成２９年度牛久市一般会計補正予算（第４号） 

 日程第１４．議案第７７号 損害賠償の額を定めることについて 

 日程第１５．意見書案第１１号 圏央道の早急な４車線化及びスマートＩＣ等の設置を求め

る意見書の提出について 

 日程第１６．休会の件 



 

午前１０時００分開議 

○議長（板倉 香君） おはようございます。 

 ７番須藤京子君より欠席の届け出がありました。 

 会議前にお知らせします。去る１２月５日に請願第５号に関する書面が提出されましたので、

署名人数の資料を各机上に配付しておきました。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 この際、諸般の報告をいたします。 

 議案第７６号及び議案第７７号の２件が提出されましたので報告いたします。 

 次に、市長から地方自治法第１８０条第２項の規定により、報告第１２号専決処分の報告に

ついて、１件の報告がありましたので、その写しをもって報告済みといたします。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

 日程第１、議案第６４号ないし日程第１２、議案第７５号の１２件を一括議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 議案第６４号 専決処分の承認を求めることについて 

 議案第６５号 牛久市税条例等の一部を改正する条例について 

 議案第６６号 牛久市放課後児童対策施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例について 

 議案第６７号 牛久市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について 

 議案第６８号 平成２９年度牛久市一般会計補正予算（第３号） 

 議案第６９号 平成２９年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 議案第７０号 平成２９年度牛久市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 議案第７１号 平成２９年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第７２号 平成２９年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第７３号 土地取得について 

 議案第７４号 物品購入契約の締結について 

 議案第７５号 稲敷地方広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規約について 

 

○議長（板倉 香君） これより議案第６４号ないし議案第７５号１２件について、順次質疑

を許します。 

 なお、質疑発言者並びに答弁者に申し上げます。質疑発言は、議題に関して簡素に明瞭にさ

れるようお願いいたします。答弁に際しましては、的確かつ簡素明瞭にされるようにお願いい



 

たします。 

 また、所属する委員会に付託されます案件に対する質疑は、極力委員会で質疑をされますよ

うお願いいたします。 

 初めに、議案第６４号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 以上で議案第６４号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第６５号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 以上で議案第６５号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第６６号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 以上で議案第６６号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第６７号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 以上で議案第６７号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第６８号についての質疑を許します。１４番遠藤憲子君。 

○１４番（遠藤憲子君） それでは、議案第６８号について質問いたします。 

 ２０ページ、２１ページです。教育費の小学校費、中学校費のところで、要・準要保護の就

学を援助する入学準備金の前倒しということなんですが、人数については小学校４６人、中学

校４５人というふうに予定をされているということなんですが、支給方法をどのようにしてい

くのか、お願いいたします。 

 それと、心配されていることの一つが、支給後に転出をした場合、この対応について伺いま

す。 

○議長（板倉 香君） 教育部長川井 聡君。 

○教育部長（川井 聡君） ただいまの遠藤議員の御質問にお答えします。 

 まず、入学準備金の支給方法はということでございますが、現在、検討しているやり方とい

たしましては、まず支給時期については大体２月中には支給をしたいと。今年度の所得等の関

係書類を提出していただいた上で、受給の資格があるかどうかの審査をした上で、支給を決定

していくという方法をとっていきたいと思っております。 

 ２点目の転出した場合の対応ということですが、これは当然のことではありますが、返還を

していただく。それは、当然転出先の自治体のほうで同様の審査を受けて受給していただくも

のですので、基本的には当然のことながら返還をしていただくということで実施していくとい



 

う形をとっております。以上です。 

○議長（板倉 香君） 遠藤憲子君。 

○１４番（遠藤憲子君） 今の支給方法について、受給の資格のその審査というか、それを見

ながらやっていくということなんですが、実際に申請をするのは学校なのか、教育委員会、両

方ということも考えられますが、その確認ですね。 

 それと、該当者へどのように、例えば学校を通じてなのか、さもなければ教育委員会に来て

いただいて、その辺をはかるのかということを再度確認をしたいと思います。 

 それと、返還ということなんですが、確かに大変市の税金というか、それを使っての相当に

なるので、大変悩ましい問題なんですが、転出先について、その返還要求ですか、それをしな

がら、そういう場合でも対応がとれない場合、その辺まで考えておられるのかどうか、その辺

も確認をお願いします。 

○議長（板倉 香君） 教育部長川井 聡君。 

○教育部長（川井 聡君） 再度の御質問にお答えしたいと思います。 

 まず、申請先ということですが、小学校に入学する幼児の場合、こちらについては学校では

なくて、直接教育委員会のほうに申請をしていただくことになろうかと思います。 

 現在小学校６年生が中学校に入る場合ということであれば、これは現在在学している小学校

のほうへの申請ということもできると思います。具体的にまだその辺を最終的に詰め切ってお

りませんので、この辺については極力保護者の負担が減るような形で申請できるようにという

ことで考えているところでございます。 

 それから、該当者への通知ということですが、入学準備金につきましては、小学校に入る場

合には、入学前に就学時健康診断というものが全幼児に義務づけられておりますので、そうい

うときにももう既にお知らせをしているというところでございますので、そういった中でそう

いう支給がありますよということは通知をしているということでございます。あとは、当然の

ことですけれども、ホームページ等でもお知らせをしていくと。現在小学生、中学校への入学

生につきましては、学校を通じてでもお知らせができるというところでございます。 

 ３点目の返還をしてもらえない場合ということですが、一応、今、私どもで考えているのは、

転出先の自治体のほうに、この方については既に支給済みですよという、まずお知らせという

か、通知を差し上げて、そちらの自治体からも返還を促していただくような形をとれないかな

というところで検討しているところでございます。一度支給してしまうとなかなか返還という

のは難しい。当然、入学準備金ですので、入学に必要な資金ということで、使ってしまった場

合、返還が難しいということもありますが、やはり本来支給を受けられる自治体から受けると

いうことが原則ですので、そういったところは御理解をいただきながら、何とか返還をしてい



 

ただくということで考えていきたいと思っております。以上です。 

○議長（板倉 香君） ほかにありませんか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 以上で議案第６８号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第６９号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 以上で議案第６９号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第７０号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 以上で議案第７０号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第７１号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 以上で議案第７１号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第７２号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 以上で議案第７２号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第７３号についての質疑を許します。２２番石原幸雄君。 

○２２番（石原幸雄君） 第７３号議案について、２点ほどお尋ねをいたしたいと存じます。 

 この配られた土地調書によりますと、ナンバー２４の方の所有者が氏名公表を未承諾という

ことで名前が載っておりません。なぜ未承諾であるのか、その理由についてお尋ねをいたしま

す。 

 それから、この土地についての登記簿謄本をちょっと確認してみました。そうしますと、こ

の方は、平成９年１２月２２日にこの土地の所有権を取得しておりますが、翌年の平成１０年

１月１４日にこの土地に所有権の移転登記の仮登記をつけております。それが今日もその仮登

記がつけられたまま、売買予約の仮登記がつけられたままの状態になっていると。この状態で、

今回この土地を本市が購入することについて問題はないのかどうか、その２点についてお尋ね

をいたします。 

○議長（板倉 香君） 建設部次長長谷川啓一君。 

○建設部次長（長谷川啓一君） 御質問にお答えいたします。 

 議員が御指摘のとおり、お一人の方が名前の掲載を承諾しておりません。土地を売ること自

体については御理解をいただいていますけれども、名前を掲示することについて承諾はしてご

ざいません。 



 

 これについては、先ほど２番目の質問であったとおり、所有権については持っていますけれ

ども、仮登記ということで、仮登記の方と今はやっていませんけれども、一時係争の状態にあ

ったというふうに伺っております。そういうこともございまして、その問題にはもう今後かか

わり合いたくないんだということでお話をいただいていて、名前の掲示については承諾をいた

だいてございません。 

 ２つ目の仮登記の内容につきましては、うちの職員のほうで今の土地をお持ちの方と、仮登

記をされている方、両方にお話をしまして、どちらのほうも売買することにつきましては、土

地を譲ることにつきましては、口頭ではございますが、承知をしていただいています。もちろ

んその仮登記については、解決してから、外してから買うという流れになるというふうに考え

てございます。以上です。 

○議長（板倉 香君） 石原幸雄君。 

○２２番（石原幸雄君） 今、次長のほうから仮登記のことについては、口頭での確認はとっ

てあるから大丈夫だということですが、これはあくまでも市が買うことですから、きちんとし

た形で、書面でやりとりをするとか確認をするとか、きちんと抹消登記させてから買い取りを

すべきだというふうに思いますが、その点について再度確認を求めます。 

 それから、これは今後もあると思うんですが、果たしてこの税金で公有地を買うことについ

て、名前が未承諾ということは、ちょっといささかおかしいんじゃないかと。ましてや議会の

議決を求めるわけですので、この名前が未承諾というのは、個人情報保護ということのもとに、

それを貫き通されるということは、いささか問題があるというふうに思うんですが、この点に

ついいては執行部としてはどのように、今後ですね、今後についてどういうふうに考えていま

すか。２点お願いいたします。 

○議長（板倉 香君） 建設部次長長谷川啓一君。 

○建設部次長（長谷川啓一君） お答えいたします。 

 土地を買いたいということで我々のほうは動いておりまして、交渉もしますけれども、やは

り一番最初に議会の承認をいただかないと、具体的な動きについては差し控えるべきではない

かという反面もございます。書面についてやりとりをいたしますと、当然もう議会軽視とは申

しませんけれども、それを飛び越して契約をしたんではないかなとかという疑問も生むと思い

ますので、今のところは電話とか、会って話とかで、内容で交渉をしていったところでござい

ます。 

 ２つ目の名前の公表につきましては、自分もおっしゃるとおりだというふうに考えますが、

相手の方、今回の場合もそうですけれども、相手の方に何度も説明をしまして、お話をしまし

たが、どうしてもということで、個人情報保護条例の内容を出されますと、我々のほうも守秘



 

義務ある、なしの話がありまして、今回このような事態になってございます。 

 今後につきましても、我々の趣旨をよく説明いたしまして、公表するように御理解を求めま

す。ただ、やはり相手の方がいますので、必ずというふうなわけにはいかないので、その辺に

ついては御理解をいただきたいと思います。以上です。 

○議長（板倉 香君） ほかにありませんか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 以上で議案第７３号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第７４号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 以上で議案第７４号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第７５号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 以上で議案第７５号についての質疑を終結いたします。 

 次に、日程第１３、議案第７６号及び日程第１４、議案第７７号の２件を一括議題といたし

ます。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 議案第７６号 平成２９年度牛久市一般会計補正予算（第４号） 

 議案第７７号 損害賠償の額を定めることについて 

 

○議長（板倉 香君） 提案者に提案理由の説明を求めます。市長根本洋治君。 

      〔市長根本洋治君登壇〕 

○市長（根本洋治君） 現在上程しております議案に加え、本日２件の追加議案を上程いたし

ます。 

 議案第７６号は、平成２９年度牛久市一般会計補正予算（第４号）でありまして、既定の予

算額に３６万２，０００円を追加し、予算の総額を２６１億８，４５８万３，０００円とする

もので、歳入歳出予算について補正するものであります。 

 当該案件につきましては、次の議案第７７号で御説明いたしますが、平成２９年１０月２３

日に発生いたしました牛久市南中学校敷地における倒木に伴う賠償経費の増額計上であります。

賠償額に対し、その全額が学校災害賠償補償金保険から給付されるものであり、歳入歳出予算

それぞれに増額計上するものであります。 

 議案第７７号は、損害賠償の額を定めることについてであります。 

 本件は、平成２９年１０月２３日午前１１時５５分ごろ、牛久市桜台１丁目７３番の１の牛



 

久南中学校敷地において、台風による強風のため桜の木が倒れ、同校教諭が運転する自動車の

左側扉などを損傷し、損害を与えたことについて、当該者と示談し、同車両に対する損害賠償

の額を定めるものであります。 

 以上が補正予算及び損害賠償の額を定めることについての概要でありますが、詳細につきま

してはお手元の議案書等により御審議の上、適切なる議決を賜るようお願い申し上げます。 

○議長（板倉 香君） 以上で市長の提案理由の説明は終わりました。 

 これより、議案第７６号及び議案第７７号の２件についての順次質疑を許します。 

 初めに、議案第７６号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 以上で議案第７６号についての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第７７号についての質疑を許します。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 以上で議案第７７号についての質疑を終結いたします。 

 次に、日程第１５、意見書案第１１号を議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 意見書案第１１号 圏央道の早急な４車線化及びスマートＩＣ等の設置を求める意見書の提

出について 

 

○議長（板倉 香君） これより、意見書案第１１号についての質疑を許します。６番杉森弘

之君。 

○６番（杉森弘之君） 意見書案第１１号、圏央道の早急な４車線化及びスマートＩＣ等の設

置を求める意見書の提出について質問をいたします。 

 この中では、４車線化とスマートインターチェンジ、そして、サービスエリア及びパーキン

グエリアということを求めるという内容になっているわけですけれども、実際に漏れ伝わると

ころによりますと、スマートインターチェンジなどを要望をした場合、地元負担というものも

相当のものが求められるというふうなことも聞いております。これを意見書として出しておら

れるわけですけれども、それらの財政的な見込みというものをどのように考えておられるのか、

それについて質問をしたいというのが一つ。 

 そしてまた、もし自己負担というものが生じるとするならば、それの費用対効果というもの

がどのように考えられておられるのかということがもう一つ。 

 そして、もう一つは、もしそうならばということですが、私は４車線化というものに絞った

形での意見書にしてはどうかというふうにも思うわけですけれども、そういうふうな方向に修



 

正する考え方はあるのかどうなのか、それについて質問をいたします。 

○議長（板倉 香君） １０番市川圭一君。 

○１０番（市川圭一君） それでは、３点でよろしいですね。 

 まず、地元負担ということでございますが、基本的に、私は国道交通省に確認をとりました。

そうしますと、地元負担は、接続道路、あくまでも圏央道ないしサービスエリア、パーキング

エリアは東日本自動車道路、あとＮＥＸＣＯですか、そちらの負担で、そちらからかかる市道

なり一般の道路にかかる部分が地元負担ということで聞いております。 

 その中で、国の補助が約５０％つくということで、実際費用は幾らかということは、厳密に

今の段階では道路、どこにまずつくるのか、そこから接続道路がどうなるかによって費用は変

わりますので、はっきりと金額は幾らかかるということは言えませんが、一応国土交通省に確

認したところ、５０％は国庫補助がおりるということで、残りの５０％は自治体で負担をする

というふうに回答が出ております。 

 また、費用対効果ということですが、牛久市もさきの一般質問等で皆さん、議員の方からも

出ておりますが、日本遺産を牛久市が目指すというところで、やはり山梨、甲州市と、牛久市

が日本遺産にもし認定された場合、それでなくても今、圏央道、大変、こちらのほうにも書い

てありますが、牛久阿見インターのあたりからちょうど内回りですか、夕方等は大変な混雑を

しております。そういう中でも、観光客が、もちろん圏央道ですね、今、北関東、本来だと群

馬あたりは北関東を通っていたのが、観光バスも私も通りましたけれども、大変圏央道を利用

しております。そういうところでは交通の渋滞も想像されますので、そうなったとき、牛久が

日本遺産に認定された場合、観光客の増加も見込めるということで、何とかそういう部分では

牛久市の観光の増進にもつながるのかなということで、４車線化及びこのサービスエリア、パ

ーキングエリアの設置もどうなのかなと思っております。 

 ４車線化に限定したということでございますが、確かに圏央道、さきの県挙げて、これは国

会議員の方も含めてですが、早期の４車線化を求めているのは、これはもう周知のとおりだと

思います。ただ、やはり先ほども申しましたが、観光ということを位置づけるためには、やは

り牛久市の今、圏央道では稲敷のパーキングエリアしかありません。稲敷のパーキングエリア

の件で、一度成田のほうでそういう会合があったときに、私も議長のときに参加させていただ

いて、物産展みたいなことをやりたいなということもありましたが、あそこもスマートＩＣが

ないので、そういう部分では結構広さは、駐車場として、パーキングエリアとしては広いんで

すが、なかなかそこで観光物産展を開こうと思っても、アクセスが圏央道だけになってしまう

ということでは、地域振興の発展にはちょっと厳しいのではないかなと思っております。 

 日本では、今、スマートインターが各インターチェンジの間が１０キロということではござ



 

いますが、筑波牛久と牛久阿見インターの間では約６．１キロという間隔があります。イギリ

スではスマートインターは４キロ置きにできているということですので、この牛久の地でもス

マートインターなりサービスエリアの件はできるのではないかなと思っておりますので、ちょ

っと回答になっているかどうかあれですが、以上でございます。 

○議長（板倉 香君） 杉森弘之君。 

○６番（杉森弘之君） 今の答弁の中で、確認の意味で再質問をさせていただきますが、そう

すると、パーキングエリアとサービスエリアについては地元負担はないと、このように考えて

よろしいのかどうかということが一つ、それと、スマートインターチェンジについては、どの

ようなところにつくるのかによって違うということはありましたけれども、アバウトな、基本

的にどの程度は最低かかるというふうなことについても、金額的な提示はできないのかどうな

のかということについてお聞きいたします。 

○議長（板倉 香君） １０番市川圭一君。 

○１０番（市川圭一君） 済みません、２番目の質問、ちょっともう一回よろしいですか。ご

めんなさい。金額ね。 

 まず、サービスエリア、パーキングエリアの地元負担ということですが、これは、私、国交

省に確認したところでは、地元負担はないというふうに聞いております。また、アバウトにで

すか、いいのかな、それで大丈夫ですか、今ので。ですので、地元負担はないと、今、聞いて

おります。 

 また、先ほど言いましたが、サービスエリアないしスマートインターができた場合、そこか

らの接続部分の道路に関して５０％の地元負担ということで、たしか金額、アバウトというふ

うな金額なんですが、規模等にもよりますので、そこの点ではちょっと確認は、私、金額の件

に関しては確認しておりません。 

○議長（板倉 香君） ほかにありませんか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 以上で意見書案第１１号についての質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議案第６４号ないし議案第７７号の１４件、意見書案第１１

号の１件については、会議規則第３７条第１項の規定により、お手元に配付してあります付託

表のとおり、所管委員会に委員会付託いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

平成２９年第４回牛久市議会定例会常任委員会議案付託表 

 

◎総務常任委員会 

 



 

 議案第６４号 専決処分の承認を求めることについて 

 議案第６５号 牛久市税条例等の一部を改正する条例について 

 議案第６８号 平成２９年度牛久市一般会計補正予算（第３号） 

 議案第７４号 物品購入契約の締結について 

 議案第７５号 稲敷地方広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規約について 

 

◎教育民生常任委員会 

 

 議案第６６号 牛久市放課後児童対策施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例について 

 議案第６７号 牛久市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について 

 議案第６８号 平成２９年度牛久市一般会計補正予算（第３号） 

 議案第６９号 平成２９年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 議案第７１号 平成２９年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第７２号 平成２９年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第７７号 損害賠償の額を定めることについて 

 

◎産業建設常任委員会 

 

 議案第６８号 平成２９年度牛久市一般会計補正予算（第３号） 

 議案第７０号 平成２９年度牛久市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 議案第７３号 土地取得について 

 意見書案第１１号 圏央道の早急な４車線化及びスマートＩＣ等の設置を求める意見書の提 

          出について 

 

○議長（板倉 香君） つきましては、各常任委員会において付託案件を審査終了の上、１２

月１４日の本会議に審査の経過及び結果を報告されるようお願いいたします。 

 次に、日程第１６、休会の件を議題といたします。 

        ――――――――――――○―――――――――――― 

 休会の件 

 

○議長（板倉 香君） お諮りいたします。委員会審査及び議事整理のために、明日８日から



 

１３日までの６日間は休会といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（板倉 香君） 御異議なしと認めます。よって、明日８日から１３日までの６日間は

休会とすることに決定いたしました。 

 以上をもちまして本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。 

                午前１０時３５分散会 


